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計画の策定 

１．計画の策定 

1-1 背景 

江北町の排水計画は、昭和 40 年代に鉱害復旧事業時の分水計画に基づき、

農地の効用回復を目的として策定されました。 

近年、頻発化・激甚化する豪雨によって全国各地で大規模な水害が発生し、

本町においても令和元年８月豪雨、令和３年８月豪雨により平野部の広範囲

で内水氾濫が発生し被害は甚大となりました。さらに計画策定当時に比べる

と宅地開発も進み、土地利用状況も変化している状況です。 

全国的に激甚化する自然災害に対し、町民の生命・財産を守る防災・減災

対策の重要性は一層増しており、浸水被害軽減を図る対策の更なる推進は急

務となっています。 

このような、社会情勢や環境の変化に対応し、効果的な検証や今日的視点

で見直しが必要であることから新たな排水計画を策定するものです。 

 

1-2 計画見直し 

   現排水計画は、1/20 の確率規模を基準として２日連続降雨 320 ﾐﾘで作成

されています。新たな排水計画では、1/100 の確率規模で 24 時間 407 ﾐﾘの

計画降雨で作成を行います。 

   注）確率規模 1/100 とは、100 年に一度の頻度で発生する降雨をいう 
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計画の策定 

1-3 計画目標 

  計画目標は住家の床上・床下浸水ゼロを目指します。 

 

 

 

 

〔鉱害復旧事業時の分水計画〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 3 - 

 

計画の策定 

1-4 排水対策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-5 行動計画 

  浸水被害を軽減していくには、行政機関、関係機関及び関係者が連携・協

力して取り組んでいく必要があるため、対策ごとに実施主体と工程計画を明

確にします。 
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現状と課題 

２．現状と課題 

2-1 浸水の現状 

 

 

2-2 浸水被害の状況 
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現状と課題 

2-3 排水系統 

 江北町に降った雨は、古川、惣領分川などの県河川や、幹線水路等の農業用

排水路を通じ、大きく４水系（畑川水系、古川水系、佐留志水系、惣領分水系）

に分水し、各排水樋管から六角川や牛津川に流れていきます。 
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現状と課題 

 2-4 主要排水施設 

  江北町には、排水樋管 12 箇所、水門２箇所、排水機場６箇所（排水能力：

町全体 40 ㎥/s）が存在します。各施設管理者は大雨時、雨の降り方や水路の

水位状況、潮汐に応じて関係機関と連携しながら操作を行っています。 
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現状と課題 

2-5 内水氾濫シミュレーション 

 ※武雄河川事務所による令和３年８月出水の解析 

  令和３年８月出水による浸水被害について、河川激甚災害対策特別緊急事 

業（以下、「激特事業」という。）〔令和２年度から令和６年度〕が完了した

場合、家屋の浸水被害は 290 戸から 185 戸に減少すると想定されています。  

したがって、激特事業のみでは浸水被害は防げないため、町独自の内水対

策が不可欠です。 
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現状と課題 

2-6 取り組むべき課題と今後の方向性 

近年、気候変動などに伴う大雨により内水氾濫の発生リスクは高まってお

り排水対策の重要性は一層増しています。これまで、幹線水路の事前落水に

よって浸水の被害は軽減されていますが、まだ町内では頻繁に浸水が発生し

ている地域もあります。 

このことから、今後、取り組んでいく排水対策は、計画降雨（目標）を用

い定量的な検証に基づく対策が必要です。このため、町内の内水や地形の特

性を踏まえた内水対策メニューを検討し、内水解析による内水被害の軽減効

果を把握する「江北町内水対策シミュレーション」を実施することが重要と

なります。 

また、国や県が実施する六角川水系流域の治水計画について、過去の降雨

実績に基づくものから、気候変動の影響を考慮したものへと見直し、流域治

水の観点も踏まえた抜本的な治水対策を推進する必要があります。このため

「江北町内水対策期成会」を設置し、期成会による要望活動等を通じ関係機

関へ治水計画の見直しや事業の促進・推進を要請することで流域治水の対策

を強化します。 

 

 

〔町外からの流入状況〕 
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排水対策 

３．排水対策 

3-1 計画降雨〔目標〕の設定 

  計画に用いる計画降雨は、白石（気）[昭和 51 年_1976 年以降] 過去 46 年

間のデータで確率評価を行い、国の内水対策の 24 時間計画降雨継続時間に基

づき、令和元年及び令和３年の大雨をカバーできる確率規模を目標とします。  

さらに、この降雨のピークと満潮位が重なった場合を想定します。 
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排水対策 

3-2 排水対策 

排水対策は強制排水能力を高めて「流す」、調整能力を高める「溜める」、

町外からの流入防止する「防ぐ」の３つを柱として対策を進めていきます。 

 

3-2-1 「流す」対策 

（1）連続運転 

①人員 

人員体制の見直しや操作マニュアル、安全管理（事故防止）マニュアル

の作成を行い、誰でも安全かつ適切に運転操作ができるようにします。ま

た、操作員の待機環境の整備も行います。 

②燃料対策 

道路冠水により燃料の配送ができない場合を想定し、フル稼働で３日間

運転可能とするため燃料タンクを増設します。 

③冷却水対策 

連続運転により冷却槽の水位が低下した場合に備え、水中ポンプを導入

し、緊急対応できるようにします。 

④駆動部のモーター化 

エンジンについては、設置から 40 年以上経過しており老朽化が進んで

いるため、更新を行う際は信頼性と経済性に優れる電動機へ更新します。 

 

 

（2）浸水対策 

①耐水化 

排水機場の床面標高 2.70ｍを浸水想定水位とし、不足分の高さについて

止水板を設置します。 

 

 

②環境整備 

排水機場に向かうアクセス道路において、進入路が低く浸水する箇所が 

あることから進入道路等の整備を行います。 
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排水対策 

3-2-2 「溜める」対策 

（1）事前落水 

①体制整備 

気象情報や潮の満ち引き等を確認しながら事前落水を行うタイミング

のルール化により手順等を明確にし、上下流の関係者の連携を図るため連

絡体制を作成することで担当者が変わっても対応できるよう体制を整備

します。 

②協議会設置 

事前落水を効率的に行うために、町の対応、地元の対応などを共有し

ます。また、関係区長、ため池管理者、水利関係者、樋管操作員及び排

水機場操作員等で協議会を設置し連携を図ります。 

現状の課題に対する対応を協議するため、定期的に会議の場を設け関係

機関及び関係者で情報の共有を図ります。 

③ため池 

ため池の有する洪水調節機能を最大限に活用するため、ため池の回復可

能降雨量に応じた事前落水を行い、降雨時における下流への流出量を低減

します。また、降雨前に水位を低下させる即時的な管理ではなく、期別毎

に水位を設定して管理する手法を水利関係者の理解を得ながら実施しま

す。 

令和３年度に県の流域治水推進事業を活用し、ため池の回復可能降雨量

に応じた事前落水の可能水量を調査しています。〔上畑川、畑川、山口新

堤、宮原、佐留志新堤〕 
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排水対策 

④用水路 

水路には不要となった堰等の工作物が残っており、水の流れを阻害して

いるため、このような支障工作物を撤去して流下能力の向上を図ります。   

また、高齢化により排水操作が困難となっている現状を踏まえ、ゲート

操作の省力化も併せて実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

⑤樋管 

主要な幹線水路からの排水だけではなく、その他の排水樋管６箇所（仁

助、江北天神、新渡、長江湖、小田江湖、大西）についても活用を行い、

下流地域における水路の貯留容量を確保します。 

 

（2）不要貯水 

①ため池 

農業用水として利用されなくなり、管理が不十分なまま放置されている

ため池は健全度が急速に低下する恐れがあるため、管理者の合意形成を基

本におきながら、順次、廃止対策を行います。一方で、洪水調節機能など

農業利用以外の目的により存続する場合は、施設の安全性の確保や管理者

の特定等を行ったうえで、洪水調節容量を存置します。 

②用水路 

宅地開発などにより土地利用状況が変化し、農業用水利が不要な水路に 

ついては、防火用水の利用を考慮したうえで、低水位管理を行うため水利

関係者と協議します。 

 

（3）貯留機能（田んぼダム） 

   田んぼダムとは、水田の持つ貯水機能を利用し、大雨の際に一時的に田ん

ぼに水を貯め、下流へ水の流出を抑制することで、河川や水路の水位上昇を

緩和し農地や住宅地の浸水被害を軽減する取り組みです。 

本町においても、県と情報共有を図り、課題や効果を整理したうえで、実

施する場合は農業者と協議します。 
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排水対策 

3-2-3 「防ぐ」対策 

（1）小城市（満神ポンプ） 

令和３年８月豪雨においては、牛津川の水位が上昇し、砥川大橋水位観

測所で計画高水位を超過したことから、ポンプ運転の停止要請を２回、合

計５時間実施されました。このポンプ運転停止が惣領分地域の浸水被害を

拡大している一因であることから、内水被害の軽減に繋がるポンプ運転調

整の回避について、激特事業の推進と合わせ、満神ポンプ場の運転停止回

避のための基準等の見直しを含め、新たな「六角川ポンプ運転調整方針」

の策定に向けた早急な協議実施を武雄河川事務所へ要望します。 

 

（2）大町町（高良川） 

令和３年８月豪雨においては、高良川の下流域で河川の水位が大幅に上昇

したことにより、高良川左岸の計画堤防高 2.4ｍを超え、下小田地域に大量

の水が流入し、浸水被害を拡大させました。これまで、既存ストックを活用

した短期的対策として、高良川左岸の水路部を堰上げし、ポンプの始動時間

を早める対策を実施されていますが、何時大きな被害が発生してもおかしく

ない状況となっています。このことから、高良川の河川整備について、気候

変動による影響を踏まえた計画や基準等に則り、流域治水をはじめ、抜本的

な対策として、ポンプ排水能力の増強を杵藤土木事務所へ要望します。 

 

満神 P 



 

 

 

  



 

 

 

 


